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は
じ
め
に

　

日
本
で
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
長
引
く

構
造
不
況
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
な
ど
労

働
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
た
こ
と
で
、

就
業
困
難
な
人
々
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
二

〇
〇
九
年
秋
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

る
景
気
の
急
降
下
の
影
響
で
失
職
し
た
人
々

や
有
期
契
約
や
請
負
契
約
で
働
く
人
々
、
新

卒
未
就
業
者
の
雇
用
問
題
が
顕
在
化
し
て
い

る
。そ
う
し
た
な
か
、就
業
支
援
に
向
け
た
職

業
訓
練
の
あ
り
方
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
八
日

に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
北
東
ア
ジ
ア
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
お
い
て
、
中
国
は
中
国
労
働
社
会
保

障
科
学
院
（
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｓ
）、
韓
国
は
韓
国

労
働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）、
日
本
は
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
の
各

研
究
機
関
の
研
究
者
が
発
表
し
た
「
日
本
、

中
国
、
韓
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
現
状
と

課
題
」
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

各
国
に
お
け
る
職
業
能
力
開
発
諸

制
度
の
展
開

①
中
国
の
職
業
能
力
開
発
政
策
の
展
開

　

中
国
の
職
業
訓
練
政
策
の
展
開
に
つ
い
て

は
、
中
国
労
働
社
会
保
障
科
学
院
の
王
競
副

院
長
が
詳
し
く
報
告
し
た
。
中
国
で
は
、
五

カ
年
計
画
の
も
と
で
の
人
的
資
源
開
発
計
画

に
よ
り
各
級
政
府
に
よ
り
職
業
訓
練
は
行
わ

れ
て
お
り
、
現
在
は
第
一
一
次
五
カ
年
計
画

の
期
中
に
あ
る
。

　

中
国
の
労
働
者
は
、
都
市
労
働
者
と
農
村

労
働
者
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る（
注
）
が
、
近

年
農
村
労
働
者
の
都
市
へ
の
移
動
が
顕
著
で
、

都
市
で
就
業
す
る
者
の
割
合
が
増
加
傾
向
に

あ
る
。
労
働
力
構
成
は
、
第
一
次
産
業
か
ら

第
二
次
産
業
や
第
三
次
産
業
へ
大
き
く
シ
フ

ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
者
の
質
に
関
わ

る
教
育
に
つ
い
て
は
高
学
歴
化
傾
向
が
顕
著

で
、
二
〇
〇
八
年
末
時
点
で
、
新
規
労
働
力

が
受
け
る
教
育
年
数
は
平
均
一
二
・
四
年
に

達
し
て
い
る
。

　

労
働
分
野
に
関
し
て
中
国
で
は
、
一
九
九

四
年
の
労
働
法
改
正
以
降
法
整
備
が
急
速
に

図表１　中国の職業教育体系

高等職業学校

職業教育体系

職業訓練職業学校教育

在職者向け職業訓練 就業前職業訓練 再就業のための

職業訓練
中等職業学校

起業希望者 

向け研修

労働準備制度

スキルアップ

研修
中等専門学校

職業高校
配置転換時

の研修

農村からの 

出稼ぎ労働者

向け職業訓練技術者学校

（技師学校）

障がい者向け

職業訓練

　

ア
ジ
ア
に
お
け
る
職
業
訓
練
と

　
　
　
　
　

キ
ャ
リ
ア
支
援
政
策
の
現
状
と
課
題

─
─
第
９
回
北
東
ア
ジ
ア
労
働
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
か
ら　

図表２　中国の職業能力開発（人的資源開発）体系

中国の人的資源開発体系

職業資格証書制度職業教育及び訓練 

職業技能競技会

技能人材の表彰

出所：王競氏報告資料より。

出所：王競氏報告資料より。
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進
め
ら
れ
た
。
そ
の
も
と
で
就
業
促
進
と
職

業
訓
練
に
関
す
る
政
策
が
重
点
施
策
と
し
て

二
〇
〇
七
年
の
「
就
業
促
進
法
」
の
発
行
以

降
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
職
業

教
育
体
系
は
、
教
育
と
労
働
の
相
互
関
係
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
（
図
表
１
）。

　

職
業
能
力
開
発
（
人
的
資
源
開
発
）
政
策

の
体
系
は
、
改
革
開
放
後
三
〇
年
あ
ま
り
の

経
済
発
展
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
高
技

能
人
材
の
育
成
が
急
務
の
課
題
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、「
就
業
と
職
業
訓
練
」
が
指
導
理
念

と
し
て
示
さ
れ
、
政
府
は
、
第
一
に
「
職
業

訓
練
を
行
い
就
業
さ
せ
る
」、
第
二
に
「
学

歴
証
書
、
職
業
訓
練
証
書
と
職
業
訓
練
資
格

書
は
同
等
の
重
み
を
持
つ
」
の
二
つ
の
主
要

方
針
に
よ
り
職
業
能
力
開
発
（
人
的
資
源
開

発
）
の
体
系
を
形
成
し
て
い
る
（
図
表
２
）。

　

具
体
的
に
は
、「
主
体
型
政
策
」（
職
業
学
校

の
教
育
、
職
業
訓
練
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
政

策
：
技
工
学
校
の
改
革
、
職
業
区
分
に
よ
る

就
業
前
教
育
、
企
業
希
望
者
向
け
研
修
、
農

村
出
稼
ぎ
労
働
者
向
け
訓
練
、
障
が
い
者
向

け
訓
練
、
在
職
者
向
け
訓
練
、
失
業
者
向
け

訓
練
な
ど
）、「
基
礎
型
政
策
」（
政
府
に
よ
る

人
的
資
源
開
発
の
基
礎
的
事
業
関
連
政
策
：

国
家
職
業
分
類
大
鑑
、
国
家
職
業
基
準
等
級
、

職
業
技
能
評
定
管
理
な
ど
）（
図
表
３
、
４
）、

「
補
助
型
訓
練
（
政
府
に
よ
る
人
的
資
源
開

発
推
進
過
程
に
お
け
る
政
策
の
効
率
・
効
能

の
促
進
向
上
：
職
業
技
能
競
技
会
制
度
、
技

能
人
材
表
彰
制
度
な
ど
）
と
い
う
三
系
統
で

施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

②
韓
国
の
職
業
能
力
開
発
政
策
の
展
開

　

一
方
、
韓
国
の
職
業
訓
練
政
策
の
展
開
は
、

カ
ン
・
ス
ン
ヒ
韓
国
労
働
研
究
院
主
任
研
究

員
が
詳
し
く
報
告
し
た
。
韓
国
で
は
、
公
共

職
業
訓
練
は
国
家
の
経
済
発
展
と
と
も
に
成

長
を
遂
げ
て
き
た
が
、
そ
の
過
程
は
大
き
く

四
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

第
一
段
階
は
、
一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
七

〇
年
代
、
産
業
化
を
支
え
る
技
術
者
を
養
成

す
る
た
め
、
職
業
訓
練
制
度
の
導
入
及
び
定

着
を
図
っ
た
時
期
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
、

一
九
八
〇
年
代
に
入
り
製
造
業
を
中
心
に
多

技
能
技
術
者
を
養
成
し
、
同
時
に
在
職
労
働

者
に
対
す
る
向
上
訓
練
を
強
化
す
る
な
ど
、

職
業
訓
練
制
度
の
成
長
期
に
あ
た
る
。
第
三

段
階
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
製
造
業
だ

け
で
な
く
サ
ー
ビ
ス
業
を
含
む
全
産
業
に
お

い
て
在
職
労
働
者
向
上
訓
練
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
九
〇
年
代
後
半
の
外
貨
危
機
以
降
、

失
業
者
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
失
業
者
訓

練
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
四
段
階
は
、
現
在
ま
で
の
二
〇

〇
〇
年
代
、
既
存
の
在
職
者
、
失
業
者
を
対

象
と
し
た
訓
練
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
戦
略

産
業
分
野
に
お
け
る
専
門
人
材
の
養
成
、
女

性
や
高
齢
者
な
ど
有
休
労
働
力
の
活
用
、
労

働
市
場
の
二
極
化
に
対
処
す
る
た
め
の
社
会

経
済
的
政
策
と
し
て
職
業
訓
練
が
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。

　

第
一
段
階
に
お
い
て
、
政
府
は
不
足
す
る

技
術
者
を
養
成
す
る
た
め
、
実
業
高
等
専
門

学
校
及
び
職
業
訓
練
施

設
を
拡
充
し
、
事
業
体

の
人
材
養
成
に
対
し
て

補
助
金
を
支
給
す
る
な

ど
人
材
の
育
成
を
図
っ

た
。
工
業
系
の
高
等
学

校
に
対
し
て
集
中
的
な

投
資
を
行
っ
た
ほ
か
、

一
九
七
四
年
か
ら
は
民

間
企
業
で
も
技
術
人
材

の
訓
練
を
行
い
、
企
業

内
職
業
訓
練
義
務
制
度

を
導
入
し
た
。

　

第
二
段
階
で
は
、
一

九
八
〇
年
前
後
の
第
二

次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以

降
に
失
業
者
が
急
増
し

た
こ
と
を
う
け
失
業
労

働
者
を
対
象
と
し
た
三

～
六
カ
月
の
短
期
転
職

職
業
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施
し
、
一
九
八
六

図表３　国家職業基準等級

基本的な技能の運用に熟練し、本職業の日常的に予見可能な作業を単

独で完成させることができる。 

国家職業資格

五級 

初級技能者

基本的な技能の運用に熟練し、本職業の日常的に予見可能な作業を単

独で完成させることができる。特定の状況下において専門技術を運用

して複雑な作業を完成させることができる。他人と協力することがで

きる。 

国家職業資格

四級 

中級技能者

基本的な技能と専門技能の運用に熟練し、複雑な作業を完成させるこ

とができる。作業中に生じた問題を単独で解決できる。他人の行う作

業を指導し、又は一般操作者の職業訓練に協力することができる。

国家職業資格

三級

高級技能者

基本的な技能と専門技能の運用に熟練し、複雑な作業を完成させるこ

とができる。作業中に生じた問題を単独で解決できる。本職業の重要

操作と生産技術の難題を解決できる。技術攻略、生産技術革新及び技

術改革面において新機軸を創出できる。他人の行う作業及び一般操作

者に対する職業訓練を組織的に指導することができる。一定の資源

分配能力を有する。

国家職業資格

二級技師 

基本的な技能と特殊技能の運用に熟練し、複雑な作業を完成させるこ

とができる。作業中に生じた問題を単独で解決できる。本職業の高難

度な技術操作と生産技術の難題を解決できる。技術攻略、生産技術革

新及び技術改革面において新機軸を創出できる。技術改善、技術革新

を組織的に実施でき、また専門技術訓練を実施することができる。資

源分配能力を有する。

国家職業資格

一級

高級技師

図表４　職業資格証明書管理体系
職業訓練所 

(就業訓練)

国家技能 

評定所
省レベル

人的資源

及び社会

保障部門
地方技能 

評定所

省レベル評定 

指導センター 

労働保障

事業機関
業界特有業種

評定所

行政主管

部門
業界評定 

指導センター

解放軍総参

軍務部
軍隊系統技術

評定所

国務院直

属局又は 

委員会 

管理局

軍隊

(技術兵)

業界特有業種

評定所

労働者考課

機関

業界評定 

指導センター

業界特有業種

評定所

労働者考課

機関

国管局労働者 

考課委員会

軍隊評定 

委員会

中央直属機関労

働者考課委員会
中央直属又は

国務院系統

業界評定 

指導センター

国務院直

属総公司

出所：王競氏報告資料より。

出所：王競氏報告資料より。
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年
か
ら
は
訓
練
期
間
中
の
生
活
費
の
一
部
を

支
援
す
る
失
業
者
促
進
訓
練
事
業
も
開
始
し

た
。

　

第
三
段
階
は
、
特
に
一
九
九
五
年
以
降
の

雇
用
保
険
制
度
に
お
け
る
職
業
能
力
開
発
事

業
、
職
業
訓
練
制
度
の
大
き
な
転
換
期
で

あ
っ
た
。

　

現
在
は
第
四
段
階
で
あ
る
が
、
産
業
構
造

の
変
化
や
急
激
な
労
働
移
動
に
よ
る
労
働
者

の
熟
練
性
の
低
下
、
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が

深
刻
化
し
た
時
期
で
、
特
に
政
策
の
大
き
な

エ
ポ
ッ
ク
期
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
す
な
わ

ち
、
大
企
業
と
中
小
企
業
、
正
規
と
非
正
規

な
ど
の
区
分
に
よ
る
労
働
条
件
格
差
が
顕
在

化
し
、
就
業
の
た
め
の
職
業
訓
練
は
、
在
職

者
、
失
業
者
、
非
経
済
活
動
人
口
全
体
に
ま

で
拡
大
し
、
成
長
戦
略
分
野
、
社
会
的
弱
者

層
、有
給
労
働
者
の
活
用
な
ど
を
中
心
に
、支

援
方
法
が
需
要
者
中
心
と
な
り
、
政
策
成
果

が
強
調
さ
れ
た
。
施
策
と
し
て
は
、
中
小
企

業
支
援
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
、
職
業
訓
練
カ
ー

ド
制
・
職
業
訓
練
ア
カ
ウ
ン
ト
制
の
導
入
、

生
涯
職
業
能
力
開
発
基
本
計
画
の
樹
立
及
び

推
進
、
Ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
制
度
の
拡
充
な
ど
が

代
表
的
な
事
例
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
５
）。

　

韓
国
の
公
共
職
業
訓
練
事
業
は
、
二
〇
一

〇
年
時
点
で
一
六
の
政
府
機
関
に
お
い
て
一

一
〇
の
事
業
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
約
一
兆

七
〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
が
財
政
支
援
と
し
て
充

て
ら
れ
て
い
る
。
職
業
訓
練
の
予
算
を
事
業

群
別
に
み
る
と
、
在
職
者
訓
練
予
算
の
割
合

が
五
〇
以
上
で
も
っ
と
も
高
く
、
続
い
て
戦

略
分
野
訓
練
が
約
二
〇
％
、
失
業
者
訓
練
は

一
三
％
、
イ
ン
フ
ラ
構
築
支
援
が
約
七
％
を

占
め
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
財
政
支
援
の
対
象
と
な
る
訓
練
は
、

主
た
る
目
的
及
び
対
象
に
よ
り
、
失
業
者
訓

練
、
在
職
者
訓
練
、
戦
略
分
野
専
門
人
材
養

成
訓
練
、
訓
練
イ
ン
フ
ラ
構
築
の
四
つ
に
区

分
さ
れ
る
。

　

失
業
者
訓
練
は
、
二
〇
一
一
年
現
在
、
一

三
の
事
業
に
二
一
七
六
億
ウ
ォ
ン
が
投
入
さ

れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
事
業
が
雇
用
労
働

部
所
管
で
あ
り
、新
規
失
業
者
訓
練
が
三
二
・

五
％
、就
職
成
功
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
が
二
六
・

三
％
で
大
半
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
雇

用
労
働
部
、
女
性
部
、
報
勲
処
に
よ
る
社
会

復
帰
を
め
ざ
す
女
性
、
障
が
い
者
、
零
細
自

営
業
者
、
報
勲
対
象
者
な
ど
、
社
会
的
弱
者

を
対
象
と
し
た
訓
練
な
ど
が
あ
る（
図
表
６
）。

　

在
職
労
働
者
の
職
業
能
力
向
上
を
通
し
て

企
業
の
生
産
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
在
職
者

訓
練
は
、
二
〇
一
一
年
現
在
、
三
つ
の
事
業

図表５　韓国における経済発展段階別にみた職業訓練制度の発展
雇用保険導入前 雇用保険導入後

年度 1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代
経済開発計画 第 1、2 次経済開

発 5 カ年計画
第 3、4 次経済開
発 5 カ年計画（重
化学工業化高度
成長跳躍期）

第 5、6 次経済開
発 5 カ年計画（自
律及び開放経済
安定期）

中成長 • 低失業
期及び 97 年経済
危機

グローバル経済
への参入、経済
成長率の低下

経済指標
（1 人当り所得）

80 ドル 254→1,676 ドル 1,645→
　5,418 ドル

6,417 →
　9,438 ドル

10,841 →
　20,000 ドル

職業訓練段階 導入及び定着期 成長期 転換期 革新期
法令 • 改正 職業訓練法（1976

年）
職業訓練特別措
置法（1974）
職業訓練基本法
（1976） 及 び 職
業訓練促進基金
法（1976） 

職業訓練基本法
第4次改正（1987）

雇 用 保 険 法
（1995） 及 び 労
働者職業訓練促
進法（1999）

労働者職業能力
開発法（2004）

人材需要の変化
及び対応戦略

軽工業化参入に
伴う単純技能工
の需要増加 ->
学校教育を通し
た技能人材の確
保に重点、職業
訓練制度の設計、
職業訓練補助金
制度の導入

重化学工業化に
伴う技能人材の
需要の増大、技
能人材不足の深
刻化 -> 離農によ
る無技能人材の
無制限供給の限
界、実業高等学
校の設置、公共
職業訓練の拡大、
訓練義務制度の
実施、訓練分担
金制度の導入

韓国職業訓練管
理 公 団 の 設 立
（1982） 上 級 職
業訓練課程の新
設（技能士課程）

失業者、社会安
全網としての職
業訓練 

労働市場の柔軟
化、生涯職業訓
練体系の構築、
社会的弱者層に
対する訓練の強
化

図表６　生涯段階別職業訓練の役割

教育段階 
労働市場参入段階 

(教育段階含む) 

労働市場活動段階 

在職時期 
無業時期 

(正規教育段階含む) 

青年失業者 

在職者 失業者、非経済活動者 

非進学青少年 
中小企業 

非正規職 

零細自営業者など

社会復帰をめざす女性、中

高齢者、障害者、脱北者、

在監者など 

）練訓者業失（）練訓者職在（）練訓者業失（

（戦略分野専門人材訓練）  （戦略分野専門人材訓練） 

（訓練インフラ) 

15歳                                    64歳 

注：グレーの部分は社会的弱者層を示す。
出所：カン・スンヒ氏報告資料より。

図表７　日本の職業能力開発政策の体系

出所：草野隆彦氏報告資料より。

出所：カン・スンヒ氏報告資料より。
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に
七
一
七
一
億
ウ
ォ
ン
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。

　

大
学
（
院
）
生
、
就
職
活
動
者
、
失
業
者

を
中
心
に
人
材
を
不
足
分
野
に
誘
導
し
、
技

術
、
技
能
及
び
専
門
分
野
の
人
材
難
を
解
消

す
る
こ
と
を
目
的
に
戦
略
分
野
専
門
人
材
養

成
訓
練
が
、
二
〇
一
一
年
現
在
、
三
〇
事
業

に
三
九
九
七
億
ウ
ォ
ン
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
職
業
訓
練
教
員
の
養
成
、
新
技
術

施
設
・
装
備
の
拡
充
、
職
業
能
力
開
発
訓
練

網
（H

R
D
-N
et

）
の
拡
充
や
能
力
の
強
化

な
ど
、
職
業
訓
練
の
人
的
、
物
的
支
援
及
び

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
支
援
す
る
職
業
訓
練
イ

ン
フ
ラ
構
築
支
援
事
業
は
、
二
〇
一
一
年
現

在
、
一
五
の
事
業
に
一
〇
九
二
億
ウ
ォ
ン
が

投
入
さ
れ
て
い
る
。

　

同
じ
東
ア
ジ
ア
に
位
置
し
つ
つ
、
六
〇
年

代
に
高
度
経
済
成
長
を
経
験
し
た
日
本
は
、

経
済
社
会
の
成
熟
後
の
諸
問
題
に
直
面
し
て

い
る
。そ
う
し
た
中
で
も
、職
業
能
力
開
発
と

就
業
支
援
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
大
規
模
と
中

小
規
模
と
い
う
企
業
規
模
、
正
規
と
非
正
規

と
い
う
従
業
員
の
就
業
形
態
の
二
元
化
の
文

脈
の
中
で
大
き
く
捉
え
る
と
中
国
、
韓
国
と

共
通
す
る
課
題
を
抱
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

特
に
若
年
者
の
就
業
問
題
は
深
刻
化
し
て

お
り
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
「
フ
リ
ー

タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
若
年
非
正
規
労
働
者
や

「
ニ
ー
ト
」
と
よ
ば
れ
る
未
就
学
、
未
就
労

の
若
年
者
へ
の
就
労
支
援
は
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

③
日
本
の
職
業
能
力
開
発
政
策
の
展
開

　

日
本
に
つ
い
て
は
、
草
野
隆
彦
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
理
事
が
高
度
経
済
成
長
の
開
始
期
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
の
職
業
訓
練
政
策
の
展
開
を

詳
細
に
説
明
し
た
。
日
本
は
、
高
度
に
工
業

化
が
進
む
中
で
民
間
企
業
ニ
ー
ズ
に
即
し
た

能
力
開
発
の
促
進
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
九
〇

年
代
前
半
の
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
経
済
と
雇

用
が
大
き
く
変
化
し
た
が
、
こ
れ
と
同
時
に

人
材
ニ
ー
ズ
、
職
業
訓
練
ニ
ー
ズ
も
大
き
く

変
わ
っ
た
と
草
野
氏
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ

ち
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、

労
働
市
場
の
悪
化
に
伴
い
、
緊
急
対
策
の
離

職
者
訓
練
が
公
共
職
業
機
関
の
み
で
な
く
、

就
職
に
必
要
な
多
様
な
教
育
訓
練
資
源
の
活

用
と
い
う
こ
と
で
民
間
教
育
訓
練
機
関
へ
の

委
託
と
い
う
形
で
盛
ん
に
実
施
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
委
託
訓
練
割
合
は
七
割
以
上
）。

さ
ら
に
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
は
、
三

年
間
で
一
〇
〇
万
人
の
訓
練
実
施
を
目
標
と

し
た
時
限
的
な
人
材
育
成
・
就
職
支
援
基
金

が
設
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
失
業
者
の
就
業

支
援
施
策
の
み
で
な
く
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
意
味
を
含
ん
だ
訓
練
と
位
置
付
け
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
限
的
で
あ
っ
た
基

金
訓
練
は
、
二
〇
一
一
年
現
在
で
は
、
求
職

者
支
援
法
の
新
設
に
よ
り
恒
久
事
業
に
衣
替

え
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
非
正
規
労

働
者
の
増
加
に
伴
い
、
就
業
者
個
人
に
つ
い

て
訓
練
と
就
業
を
記
録
す
る
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー

ド
制
度
が
二
〇
〇
八
年
に
創
設
さ
れ
た
が
、

そ
の
有
効
な
活
用
へ
の
期
待
は
高
い
（
図
表

７
）。

　
「
フ
リ
ー
タ
ー
」
や
「
ニ
ー
ト
」
と
呼
ば

れ
る
若
年
者
へ
の
支
援
も
若
年
専
用
ジ
ョ
ブ

カ
フ
ェ
の
創
設
や
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育

の
振
興
、
日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
の
創

設
な
ど
が
民
間
教
育
訓
練
機
関
へ
の
委
託
な

ど
に
よ
り
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ

れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
若
者
が
理
論

と
実
務
の
両
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
実
習

先
へ
正
規
労
働
者
と
し
て
就
労
す
る
機
会
が

あ
る
こ
と
が
こ
の
種
の
訓
練
で
は
重
要
で
あ

り
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
社
会
的
責
任
と
し
て

企
業
が
良
好
な
実
習
先
を
確
保
し
て
広
げ
て

い
く
こ
と
」
が
今
後
の
課
題
と
し
て
重
要
だ

と
草
野
氏
は
指
摘
す
る
。

　

さ
ら
に
、
同
氏
に
よ
る
と
、

「
キ
ャ
リ
ア
形
成
」
は
、「
キ
ャ
リ

ア
」
を
積
ん
だ
結
果
と
し
て
職
業

能
力
は
蓄
積
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
規
定
し

た
上
で
、
日
本
の
キ
ャ
リ
ア
支
援

政
策
に
つ
い
て
は
、「
働
く
個
人
が

自
主
的
に
キ
ャ
リ
ア
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
職
業
能
力
を
開
発
向

上
す
る
こ
と
を
助
け
る
も
の
で
あ

る
」
と
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、

職
業
訓
練
は
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ル

な
職
業
能
力
向
上
の
方
法
と
し
て
、

職
業
キ
ャ
リ
ア
の
発
展
を
支
え
る

役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
強
調

す
る
。

　

こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援

の
た
め
の
諸
政
策
を
体
系
的
に
整

理
し
た
も
の
が
、
図
表
８
に
示
さ

れ
る
。

日
中
韓
：
各
国
の
能
力

開
発
と
キ
ャ
リ
ア
支
援

の
具
体
的
事
例

　

各
国
の
政
策
体
系
の
も
と
で
具

図表８　日本のキャリア支援政策の体系
職業教育訓練

インフラ整備と
能力評価

効果的運営 
キャリアコンサルティング

情報提供・需給調整

セーフティーネット

若年期

　　　　　　　　  生涯キャリア支援   壮年期

老年期   

学校

職場の環境づくり 企業

家庭・地域 

キャリア支援政策   

出所：草野隆彦氏報告資料より。

図表９　事業形態別主要失業者訓練事業

パッケージ（Ⅱ） アカウント制（Ⅰ）

 -就職成功パッケージ支援事業

 -青年職場体験プログラム

 -社会復帰を目指す女性就業支援

 -将来就業訓練カード制

（新規、転職、社会的弱者層）

 -（広特）新規失業者等職業訓練

委託訓練（Ⅲ） 訓練補助（Ⅳ）

 -国家基幹戦略産業職種訓練

 -農漁民地域失業者職業訓練

 -（障害者）能力開発支援

 -労災労働者職業訓練

 -予定地域住民職業転換教育

 -職業訓練生計費貸付

 -（障害者）職業能力開発院運営

 -労災保険給付（職業リハビリ給付）

 -（報勲処）職業教育訓練奨励金

事業形態別

分類

出所：チャン・グンホン氏報告資料より。
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体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
施
策
が
実
施
さ
れ
て

い
る
の
か
。
以
下
で
は
中
国
と
韓
国
の
事
例

を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。

　

中
国
で
は
、
第
一
一
次
五
カ
年
計
画
の
も

と
で
、
前
述
の
王
副
院
長
に
よ
る
報
告
の
と

お
り
、
政
府
レ
ベ
ル
、
企
業
レ
ベ
ル
、
学
校

レ
ベ
ル
で
積
極
的
な
職
業
訓
練
施
策
が
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
高
技

能
人
材
の
育
成
、
起
業
家
育
成
に
特
に
力
を

注
い
で
い
る
と
い
う
の
が
劉
軍
研
究
部
長
の

説
明
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の

が
起
業
家
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
が
、
学

校
や
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
み
で
な
く
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
、
教
育
機
関
、
地
元
政
府
を
巻
き
込
む

形
で
各
省
市
・
各
級
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
上
海
市
は
、「
適
性
診
断
、
理
論
研

修
、
運
営
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
企
業
イ
ン

タ
ー
ン
」
と
い
う
企
業
能
力
ア
ッ
プ
の
た
め

の
モ
デ
ル
を
打
ち
出
し
て
い
る
ほ
か
、
福
建

省
で
も
、「
中
国
青
年
企
業
家
国
際
計
画
」「
一

万
人
の
大
学
生
を
対
象
と
し
た
起
業
希
望
者

向
け
訓
練
計
画
」「
労
働
者
の
起
業
、
支
援
計

画
」「
女
性
の
起
業
就
業

サ
ー
ビ
ス
」「
福
建
と
台

湾
共
同
に
よ
る
イ
ン

キ
ュ
ベ
ー
タ
ー
」「
真
情

起
業
」「
１
＋
１
群
起

業
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

モ
デ
ル
を
打
ち
出
し
て

い
る
と
い
う
。

　

一
方
、
韓
国
の
場
合

は
、
チ
ャ
ン
・
グ
ン
ホ

ン
研
究
委
員
が
二
〇
〇

八
年
以
降
市
場
主
義
と

効
率
化
の
追
求
の
中
で

失
業
者
訓
練
事
業
は
大

幅
な
改
編
が
な
さ
れ
た

と
説
明
す
る
。

　

改
編
後
の
失
業
者
訓

練
は
、「
ア
カ
ウ
ン
ト
制

Ⅰ
」、「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
Ⅱ
」、

「
委
託
訓
練
Ⅲ
」、「
訓

練
補
助
Ⅳ
」
の
四
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ

れ
る
（
図
表
９
）。

　

韓
国
の
市
場
主
義
的

改
革
は
、
市
場
参
加
者

の
選
択
と
責
任
を
強
調

す
る
。
参
入
障
壁
や
価

格
規
制
を
緩
和
し
て
競
争
を
促
進
し
、
財
政

投
入
の
効
率
性
を
高
め
、
制
限
さ
れ
た
財
政

の
中
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
を
め
ざ

し
て
制
度
改
変
を
行
い
、
職
業
能
力
開
発
ア

カ
ウ
ン
ト
制
（
将
来
就
業
訓
練
カ
ー
ド
）
を

打
ち
出
し
た
（
図
表
10
）。

　

将
来
就
業
訓
練
カ
ー
ド
制
の
導
入
に
お
い

て
も
、次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
点
で
、市
場

主
義
的
再
編
の
性
格
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
訓
練
の
需
要
者
で
あ
る
訓
練
生

に
、
訓
練
機
関
及
び
訓
練
課
程
に
対
す
る
破

格
の
選
択
権
を
与
え
、
訓
練
市
場
で
の
需
要

者
の
選
択
権
を
強
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

従
来
の
政
府
主
導
に
よ
る
供
給
者
中
心
か
ら

需
要
者
中
心
へ
の
革
新
を
図
っ
た
。

　

第
二
に
、
従
来
の
雇
用
労
働
部
に
よ
る
職

業
能
力
開
発
訓
練
施
設
の
承
認
制
を
廃
止
し
、

適
合
訓
練
課
程
で
承
認
さ
え
受
け
れ
ば
誰
で

も
ア
カ
ウ
ン
ト
制
訓
練
市
場
に
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
訓
練
市
場
に
対
す

る
参
入
障
壁
を
大
幅
に
下
げ
た
。
実
際
に
、

訓
練
ア
カ
ウ
ン
ト
導
入
後
に
新
た
に
訓
練
市

場
に
参
入
し
て
き
た
訓
練
機
関
は
爆
発
的
に

増
加
し
た
。

　

第
三
に
、
市
場
規
模
の
拡
大
に
比
べ
、
新

規
参
入
の
訓
練
機
関
が
急
速
に
拡
大
し
た
こ

と
に
よ
り
訓
練
供
給
者
間
の
競
争
が
激
化
し

た
。
ア
カ
ウ
ン
ト
制
訓
練
市
場
に
お
け
る
競

争
は
、
市
場
参
入
の
規
制
が
崩
れ
、
適
合
訓

練
課
程
審
査
さ
え
通
過
す
れ
ば
誰
で
も
訓
練

市
場
に
参
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

さ
ら
に
激
化
し
た
。

　

第
四
に
、
実
際
に
訓
練
サ
ー
ビ
ス
に
対
す

る
価
格
規
制
が
大
き
く
緩
和
さ
れ
た
。
従
来

の
訓
練
体
系
の
も
と
で
は
、
訓
練
費
は
事
実

上
一
律
に
規
制
さ
れ
て
い
た
た
め
、
価
格
競

争
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
体
が
作
動
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
訓
練
ア
カ
ウ
ン

ト
制
の
も
と
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
訓
練
価
格

が
存
在
し
、
競
争
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
五
に
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
訓
練
生

は
訓
練
費
の
う
ち
一
部
分（
二
〇
～
四
〇
％
）

に
つ
い
て
自
己
負
担
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
受
益
者
負
担
の
原
則
を
導
入
し
、
責
務
性

を
強
化
し
た
。

　

日
本
の
事
例
か
ら
は
、
藤
本
真
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
副
主
任
研
究
員
が
、
特
に
サ
ー
ビ
ス
業
の

中
小
企
業
に
焦
点
を
あ
て
報
告
し
た
。
藤
本

副
主
任
研
究
員
は
、
日
本
の
サ
ー
ビ
ス
業
中

小
規
模
企
業
の
職
業
能
力
開
発
の
特
徴
に
つ

い
て
、
中
核
的
人
材
を
対
象
と
し
た
人
材
育

成
、
能
力
開
発
の
手
段
は
業
種
間
で
異
な
る

傾
向
が
あ
る
こ
と
、
中
核
人
材
と
し
て
求
め

る
人
材
像
を
明
確
に
持
つ
企
業
で
は
教
育
訓

練
の
資
源
の
投
入
と
目
標
を
達
成
す
る
た
め

の
投
入
資
源
の
活
用
、「
イ
ン
プ
ッ
ト
」と「
プ

ロ
セ
ス
」
が
明
確
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
中

核
人
材
に
業
務
独
占
的
な
資
格
取
得
を
求
め
、

能
力
開
発
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
目
安
と
な
る

図表１０　職業訓練アカウント制の仕組み

訓練生訓練機関

金融機関 政府

⑤訓練登録及び自己負担額の決済

⑥訓練サービスの提供

⑦自己負担額の支給

⑪訓練費用の請求

⑧自己負担額の支給

⑫訓練費用の支給

⑩自己負担額の納付

④アカウント

カード発給

⑨自己負担額

の請求

③カード発給依頼

⑭支払の執行

⑬精算内訳の提供及び

支払執行の要請

①求職登録ア

カウント申請

②訓練カウン

セリングアカ

ウント登録

適合訓練課程の認定

出所：チャン・グンホン氏報告資料より。
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資
格
取
得
を
奨
励
す
る
な
ど
職
業
資
格
を
活

用
す
る
企
業
で
よ
り
積
極
的
に
教
育
訓
練
が

施
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
こ
と
か
ら
業
務
を
行
う
に
当
た
り
習
得
す

べ
き
資
格
が
あ
る
こ
と
が
企
業
に
お
け
る
能

力
開
発
の
取
り
組
み
を
活
性
化
さ
せ
る
可
能

性
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

職
業
能
力
開
発
、
キ
ャ
リ
ア
支
援

政
策
の
今
後
の
課
題
と
め
ざ
す
べ

き
方
向
性
の
検
討

　

職
業
能
力
開
発
に
関
し
て
各
国
が
抱
え
る

課
題
と
方
向
性
に
は
、
各
国
共
通
す
る
部
分

と
そ
の
国
独
自
に
構
築
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
。

各
国
独
自
の
課
題
と
し
て
、
中
国
で
は
、
都

市
と
農
民
の
格
差
の
存
在
、
職
業
訓
練
に
お

け
る
企
業
の
主
体
性
の
不
足
、
訓
練
資
金
投

入
の
圧
倒
的
不
足
、
中
国
の
伝
統
的
価
値
意

識
に
よ
る
高
学
歴
志
向
と
そ
の
結
果
と
し
て

の
進
学
率
向
上
と
新
卒
就
職
困
難
者
の
増
加

を
中
国
の
二
人
の
報
告
者
は
指
摘
す
る
。

　

韓
国
は
、
三
カ
国
の
中
で
は
も
っ
と
も
挑

戦
的
に
職
業
訓
練
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
訓
練
機
関
が
政
府
の
認
可
を
必
要

と
せ
ず
に
ア
カ
ウ
ン
ト
訓
練
市
場
に
容
易
に

参
入
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
採
用
な
ど
規
制
緩

和
の
結
果
は
、
新
規
訓
練
機
関
の
激
増
と
訓

練
供
給
者
間
の
競
走
激
化
を
招
く
結
果
と

な
っ
て
お
り
、
訓
練
価
格
も
一
律
規
制
が
な

く
な
り
、
自
由
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

規
制
緩
和
の
影
響
で
、
被
訓
練
生
の
主
体
的

訓
練
選
択
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
評
価
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
本
当
に
必
要
で
適
切
な
訓

練
を
受
け
て
い
る
か
と
い
う
点
に
疑
問
も
生

ま
れ
て
い
る
。

　

特
に
、
失
業
者
訓
練
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

は
、
市
場
主
義
的
改
革
の
成
果
を
評
価
す
る

の
は
時
期
尚
早
と
し
つ
つ
、
財
政
投
入
の
効

率
性
や
失
業
者
訓
練
が
就
業
に
ど
の
程
度
寄

与
し
た
か
を
十
分
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
韓
国
の
二
人
の
報
告
者
は
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、
訓
練
ア
カ
ウ
ン
ト
制
の
導
入
に
よ

り
失
業
者
訓
練
の
参
加
者
数
が
以
前
よ
り
増

加
し
た
も
の
の
、
終
了
後
の
就
職
率
は
以
前

よ
り
低
く
、
失
業
者
訓
練
の
「
量
的
拡
大
と

質
的
低
下
」
現
象
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
同

氏
ら
は
、
警
鐘
を
発
し
て
い
る
。

　

日
本
で
は
、
若
年
者
の
職
業
能
力
開
発
と

就
業
支
援
の
あ
り
方
、
新
成
長
分
野
に
向
け

た
職
業
能
力
開
発
の
強
化
、
企
業
の
能
力
開

発
へ
の
主
体
性
の
確
保
な
ど
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
中
国
、
韓
国
、

日
本
と
ア
ジ
ア
に
位
置
し
な
が
ら
も
異
な
る

経
済
社
会
環
境
の
三
カ
国
の
職
業
能
力
開
発

と
就
業
支
援
の
あ
り
方
、
課
題
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
三
カ
国
に

共
通
す
る
こ
と
は
、
若
年
者
へ
の
支
援
の
あ

り
方
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

各
国
の
現
状
が
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
非
正

規
労
働
者
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
な
か
、

今
後
労
働
市
場
機
能
を
強
化
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
も
共
通
の
課
題
と
し
て

確
認
さ
れ
た
。

　

中
国
は
政
府
主
導
で
、
韓
国
は
規
制
緩
和

に
よ
る
自
由
な
市
場
を
確
立
す
る
方
向
で
、

ま
た
日
本
は
訓
練
品
質
の
維
持
向
上
に
注
目

す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
施
策
を
展
開
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
中
で
、
韓
国
の
徹
底
し
た
規

制
緩
和
を
実
施
し
た
挑
戦
的
取
り
組
み
の
動

向
と
そ
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
中
国
も
日
本

も
大
い
に
注
目
し
て
い
る
。

注　

都
市
戸
籍
と
農
村
戸
籍
の
労
働
力
の
二
元
化
に
つ
い

て
は
中
国
で
は
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）
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